
改正前

Ah・セル 届出の要否

4,800Ah・セル未満 不要

4,800Ah・セル以上 必要

改正後

蓄電池容量 届出の要否

10kWh以下 不要

10kWh超

20kWh以下

20kWh超 必要

※蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）

お問い合わせ先　予防課　設備指導係 　☏ ０４３－４８１－１２１７

　E-mail  yobou@119-sys.jp

蓄電池設備に関する規定が変わりました！

施行日：令和６年１月１日

・これまで、蓄電池設備の規制は４，８００Ａｈ・セル以上のものを対象としていました
が、蓄電池の種別により電圧が異なることから、その種別によって電力量（ｋｗｈ（キロ
ワット時））に差が生じている状況でありました。
・国際規格では、安全性に関する指針については電力量の高・低で分類することとされてい
るため、消防庁において蓄電池の種別ごとに火災リスクを整理し、規制単位、規制対象と届
出対象の見直しを行いました。
・規制対象を１０ｋｗｈ超に変更しました。ただし、１０ｋｗｈを超えるものにあっても、
一定の火災安全性を確保するＪＩＳ規格等に適合するものは規制の対象から除外されます。

火災予防条例への適合
※　７号告示第３に適合するものは離隔距離不要

※　７号告示第２に適合
　するものは対象外

不要

火災予防条例の適合の要否

対象外

火災予防条例への適合

火災予防条例の適合の要否

対象外



　E-mail  yobou@119-sys.jp

固体燃料に関する規定（条例別表第３）が変わりました！

施行日：令和６年１月１日

・これまで、炭火焼き器等の固体燃料を使用した厨房設備の離隔距離が規定されていなかっ
たため、「上記に分類されないもの」欄に定めている離隔距離が適用されていました。
・改正後は、固体燃料を使用する厨房設備として、木炭を燃料とする「炭火焼き器」につい
て、建築物等や可燃性の物品までの火災予防上安全な距離を「別表第３」に新たに規定しま
した。
・「炭火焼き器」とは、主に業務用の厨房設備として定置使用されるもので、耐火レンガと
モルタルで作られた燃焼室部分を金属のフレームで覆う等の構造をしているもので、木炭を
燃料として食材を加熱調理するものを指します。

お問い合わせ先　予防課　設備指導係 　☏ ０４３－４８１－１２１７


